
平成 30年度 役員及び職員給与規定

特定非営利活動法人 文化学習協同ネットワーク

役員報酬

役員の報酬はこれを無給とする

職員給与

初任給
19万円 ※ただし前職を考慮、現職につながるキャリアは 1年 2000円 で

カウントする。(最大 5万円まで)

手当

主任手当10,000円、住宅手当10,000円 (世帯主で賃貸料を支払っている方)、

事務局員手当40,000円 。

賞与

・ 賞与は原則として年 2回、法人の業績と個人の成績を勘案して支給する。た

だし、原則として入社後 6ヶ 月を経過し、かつ所定労働日の 9割以上出動し

ている者であり支給日に在籍している者に限る。

・ 支給時期は原則として以下のとおりとする。但し、状況によっては支給時期

を変更、もしくは支給しないことがある。

1.夏季賞与   毎年 8月

2.冬季賞与   毎年 12月
0 賞与を計算するにあたり、出勤率および実績評価等の計算対象期間は以下の

とおりとする。

1.夏季賞与   前年 10月 1日 より3月 31日 までの半期

2.冬季賞与   4月 1日 より9月 30日 までの半期

・ 各人の賞与の決定については以下の各号に定める事項を勘案しておこなう。

1.資格等級および役職

2.対象期間内の成績評価

3.対象期間内の出勤率

特別賞与
一年間を通じ、業務が特に激務になってしまった者、または特別な功績をあ

げた者に対し、代表理事が推薦し、理事会で承認された際は、期末に 1月 程度

の特別賞与を支給する。

調整金

年度末に法人に一定の収益が見込めた際に、常勤職員に給与の他に支給する

ことがある。



昇給
25万円までは法人の業績を考慮し原則2000円 の昇給。他は法人の業績

と個人の成績を勘案し昇給する。

非常勤職員給与

非常勤職員の給与は日給または時給とする。

各々の仕事内容や勤務時間、職員のキャリアを考慮し時給 958円～1500円の間

で事務局会議で検討、決定される。事業年度末もしくは事業年度初めの理事会

にて報告される。

その他

交通費は職員、非常勤職員とも週1勤務で月 5,000円 を上限に実費を支給する



書式第 17号 (法第 55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項を記載した書類

法人名
特定非営利活動法人

文化学習協同ネットワーク
事 業 年 度 30年 4月 1日 ～31年 3月 31日

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

受取会費

受取寄付金

受取助成金等

事業収益

その他の収益

789,000円

3,534,962円

1,252,000円

369,681,113円

5,889,702円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

′ヽ
計 381,146,777円

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

(3)その他

その他の事業の収益はなし

借 入 先 金    額

多摩信用金庫

その他の協力者

18,750,000円

17,900,000円

2,440,000円

200,000円

円

〈
ロ 計 39,290,000 FI]

促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応 しています。以下同じです。



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料  金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

(2)資産の貸付けに係る料金及び条件等

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

(3)役務の提供に係る料金及び条件等

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

譲渡資産の内容等
譲 渡

年月 日
譲 渡 価 格

法人 との

関  係
住所又は所在地取引先の氏名等

円該当者なし

円

円

円

円

円

円

円

円

円

(1)収益の生ずる取引の上位 5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

53,285,561円 若者自立サポー ト事業

47,623,000F[] 野毛青少年センター運営業務

40,521,275円 みたか若者サホ
°―トステーション事業

34,223,464円 相模原若者サホ
°―トステーション事業

33,788,734 FI] 子どもの居場所づくり支援

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

7,200,000円 矢ロビル賃料

6,350,400円
ムサシヤビル

3,960,000円 小林きらくビル賃料

3,402,000円
鬼沢ビル,201号 203号賃料.・

駐車場

2,400,000円 伊藤ビル



ロ 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月 日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

該当者なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人 との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

平  成

30.4～
600,000円

建物の貸借

30.4～

162,000円

顧問報酬(年)

円

円

円

円

円

円

円

円



4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

5 給与の総額等に関する事項 [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

114名 302, 084, 251円



6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等に関する事項 (その金額が200万円以下の場合に限る。)[⑦200万円以下の海外への

送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施 日]

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

〈
ロ 計 円

実  施  日 使 途 金   額

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

|

|

|

|

|‐

円

円



法人名 特定非営利活動法人 文化学習協同ネットワーク チェッタ欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

(注 2)

各欄の人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転記してください。

③及びうこついては、′I弩腱点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

ロ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②■③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族笥 の力 ¨―プの人数

害」
^、

(④÷③

① ② ③ ④ ⑤

〇 年 月 日～ 年 月 日
8人 2人 18.1% 3人 272%

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 1寺

人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

帷意申D
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。

′

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

Q_墜当奎壺二旦菫⊇区」墨ZL_塁奎璽□□区L墨堕菫生量2_」」堕□壁」壺⊆整麹L塑國LE≦圭
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項 目 ④ ⑤ ◎ ③ ◎ 申 請 時

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている

尊曇

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の

保存を青色申告法人に準じて行っている

はい

い曇異

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項 目 ③ ⑮ ◎ ④ ◎ 申 請 時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の

記載がある等の不適正な経理の有無
有・① 有 。無 有・無 有・無 有 。無 有 霊

小

第 3表 (次葉)

C主意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たっては 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬槻程等提出書類)に記載した事項について、改

めて記戦する必要はありません。

「認定基準等チェック:詢|(第 3表)記載要領

項 日 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「③」から「◎」欄にlよ 実績判定期間の各事

業年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、l①」、「②」及

び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」相には、例え

ば、「定款 (又は会員0第○条に正社員の表決権 (又は議決

権)は平等に一票を与えると規気∃ のように記載します。

ハの各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「◎」については、上記イに記載する各

期間 (「○」から「◎」)を示したものです。

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の [はい」

に「○」した場合ヤこは監査証明書を添

付してください。

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行っている」の「は堕」に「o」

した場合には、第 3表付表 2「帳簿組

御 )些L=型 璧型並 二笠塾≧

二の各欄 該当する一方を「〇」で囲みます。

なお、「〇」から「◎」については、上記イに記載する各

期間 (「④」から「◎」)を示したものです。



書式第 8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第3表付表 1

法人名
特定非営利活動法人

文化学習協同ネットワーク
④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

役  員  数 8人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人

2人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

氏  名 住  所 職名 続柄等
○ ⑤ ◎ ① ◎ 申請時

就任・退任

年月日

Hll年 11

月 16日

就任

H15年 6

月 15日

就任

130`年 4

月 20日

翻 :壬

111年 11

月 16日

就任

Ⅱ15年 6

月 15日

就任

佐藤 洋作

佐藤 里美

高橋 ひとみ

吉野 弘子

理事兼

代表理

事

副 代 表

理事

理事

理事

○

○

○

○

Ⅱ15年 6

月 15日

就任

H30年 4

月 20日

辞任

Hll年 11

月 16日

就任

Ⅱ19年 7

月 1日就

任

近藤 みつる

古川 啓

藤井 智

副 代 表

理事

理事

常務

理事

○

○

○

Hll年 11

月 16日

就任

130年 4

月 20日

辞任

珊瑚 饒 理事 ○

(1)最も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数

(2)最も人数が多い「特定の法人の役員又は

使用人である者並びにこれらの者の親族

等」のグノレープの人数



綿貫 公平 理事 ○

124年 7

月 1日就

任

兼子 和子 監事

本川 國雄

C主意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第1項に基づく書類 (役員報酬槻程等提出書類)疇3載した事項について、改

めて記載する必要はありません

「役員の:代兄.l 第3表付表 1 記載要領

1 「役員の内訳」欄は「親族等」又は「特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等」のグループごとに記載

します。

2 「就任等の状況」の「〇」から「◎」及び「申請時」の各欄は役員であった時期に「○」を付します。

なお、当該「④」から「◎」については、認定基準等チェック表 (第 3表)のイに記載する各期間 (「④」から「◎」)を示し

たものです。

3 この表において、「親族等」とは特定非営利活動法人の役員である次の者が該当します。

① 役員の配偶者及び三親等以内の親族

② 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

③ 役員の使用人及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

④ ②又は③lこ掲げる者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者

4 この表において、「特定の法人の役員又は使用人である者並びにこれらの者の親族等」とは特定非営利活動法人の役員である

次の者が該当します。

① 特定の法人の役員又は使用人

② ①に掲げる者と役員の配偶者及び三親等以内の親族

③ ①に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

④ ①に掲げる者の使用人及び使用人以外の者で当該Эに掲げる者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している

者

⑤ ③又はЭに掲げる者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者

5 上記の「特定の法人」には、特定の法人との間に発行済株式の総数又は出資の総額 (以下「発行済株式の総数等」といいます。)

の 50%以上の株式の数又は出資の金額 (以下「株式の数等」といいます。)を直接又は間接に保有する関係にある法人を含みま

丸

なお、50%以上の株式の数等を直接又は間接に保有する関係とは以下のとおりです。

○ 直接に保有する関係

一の法人が他方の法人の発行済株式の総数等の 50%以上の株式の数等を保有する場合の一の法人と他方の法人との関係

(以下「直接支配関係」といいます。)

〇 間接に保有する関係

一の法人及び一の法人と直接支配関係にある法人又は一の法人と直接支配関係にある法人が、他方の法人の発行済株式の

○

H21年 7

月 1日就

任

代表

監事

111年 11

月 16日

就任

○

2



法 人 名 特定非営利活動法人 文化学習協同ネットワーク

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳 会計ソフト「ep叩」

ルーズリーフ

随時 7年

補助元帳 会計ソフト「e‐pap」

ルーズリーフ

随時 7年

仕訳日記帳 会計ソフト「e‐pap」

ルーズリーフ

随時 7年

固定資産台帳 ルーズリーフ 随時 7年

給与台帳 会計ソフト「弥生」

ルーズリーフ

毎 月 7年

書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況

(記コロロ令D
「伝票又は帳簿名」欄は 例えば n現金出脚日、「総勘定元蒲き、「経費帳」などのように記載します。

「左の帳簿等の形態」欄は、「3枚複写m、 ウレーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように口馘 します。

嗜己帳の時期」欄は、「毎日」、「―週間ごと」のよう疇 J限します。
.認定の有効期間の更新の申請に当たっては、添付の必要はありません。

第3表付表2



法人名 特定非営利活動法人  文化学習協同ネットワーク チェック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人

と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人

の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が∞%以上で

あること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

イ

項 目 ◎ ⑤ ◎ ① ◎ 申言創寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及

び信者を教化育成する活動
有・① 有 ・ 無 有 鉦 有 鉦 有 ・ 無 有 ・ 無

政治上の主義を推進し、支持し、又

はこれに反対する活動
有・① 有 征 有 。無 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対する活動

有・① 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無

ロ

項 目 ③ ⑤ ◎ ① ◎ 申言削寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関して特別の利益の供与の有無

有・④ 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して特別研 雌 のり専 の有無

有・① 有・無 有・無 有。無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営

に関して特別の利益の供与の有無
有・① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公

職の候補者若しくは公織にある者に対する寄附の有無
有・① 有・無 有 ‐無 有・無 有・無 有・無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初葉)

(注意事可∋

・「認定基準等チェック表 (第 4表 )」 は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び

添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 (ハ及び二)の記載及び添付の必要はありません。

・認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、

改めて記載する必要はありません。

/
げ



法人名 特定非営利活動法人  文化学習協同ネットワーク チェック欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

/

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合にlよ 正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において開覧させることに同意する。

※閲覧に関する細則 (たしヽ 規員lD等がある場合にlよ 枷 1(■」務誤lD等を添付してくださしヽ

/ヽ□ 意

しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産日録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書,煩

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合 (その金額が200万円以下の場合に限る。)におけるその金額及び

使途並びにその実施日

^ヽ

① 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

② 海外への送金又は銭 の持出し(その金額が200万円以下のものを除く。)を行う場合には事前に又は災害に対

する援助等緊急を要する場合には事後に所轄庁に提出した書類の写し

書式第13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 5表 )

C主意事項)

・認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類Dの提出時麟 3載及び添付する必要があ

ります。

・認定の有効期間の更新の申請に当たって|よ 添付の必要はありません。



書式第 14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営利活動法人  文化学習協同ネットワーク

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期

間力鑑騎旦していること

チェック村踊

事業年度 設立年月日

C主意事Q
・法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)iよ

記載する必要はありません。

・認定の有効期間の更新の申請に当たって:よ 認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第1項に基づく書類 (役員莉酬槻程等提出嘔鉄Dに記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員名

簿並びに定款等を同法第29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック桐1

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等及び役員名簿並びに定款等の所轄庁への

提出の有無

③
ヽ
ν

４
ヽ ◎ ③ ◎

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

′

/

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

③ 認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提誦酎Dの提出時に記載及

び添付する必要があります。

③ ⑮ ◎ ③ ◎ 申 請 時

有・① 有 ・ 無 有 鉦
ヽ

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人  文化学習協同ネットワーク チェック‖日

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人
は認定、仮認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取り消された場

合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該仮認定

特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの

回 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな

い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 204条等 い )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等 ∝2)

2 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

定、仮認定及び認定の有効期間の更新の申請時には、所轄税務署長等から交付を受けた納税証明書「その 4」 並びに

関係都道府県知事及び市区町村長から交付を受けた滞納処分に係る納税証明書の添付が必要となります)。

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

6 次のいずれかに該当する法人

イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずオ功 にヽ該当する者の有無

認定特定非営禾幅 動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営千1指動法人が仮認定を取

り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該認定特定非

営利活動法人又は当該仮認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消し

の日から5年を経過しない者の有無

有。①

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5

年を経過しない者の有無
有。①

特定非営禾ll舌動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法 204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する

法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けること

がなくなった日から5年を経過しない者の有無

有・①

暴力団の構成員等の有無 有・①

tIL\. (認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

t:!\. {定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

は い ・

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人

はい・いいえ

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、

2壼堕L韮堕 國塾 2聾L上_塑:墜:因墨 1⊆!赳題 1≡2墜:壺:凶1墜コ塁型:塗位
`墨

i塑1□[困理 型g塾

上記 4二墨る所轄税務署長等から交付を受け

る ること (役員報酎規程等提出書にぼ禾付不要)

付

類

添

書

は い い い国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

次のいずれかに該当する法人 /つ
は い ・暴力団 ,tilt. (>az;)

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

′

r

しヽ

しヽ

イ

ロ


